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Ａ⁺

　これまで，単年度ごとに一者応札で受注し
ている案件を対象に，事業者ヒアリング等に
より要因を分析し，資格要件を緩和する等
の改善を実施するとともに，複数年度にわ
たって連続して一者応札となっている案件に
ついても同様の分析・改善を実施。 Ｂ －

　「調達改善計画」の策定により行った一者
応札見直しの取組により，資格要件の緩
和，事業単位の細分化を図り，競争性の確
保が図られた。結果，平成28年度に契約し
た，複数年度にわたって連続して一者応札
となっていた案件のうち７件，平成27年度に
一者応札で受注していた案件のうち１件に
おいて複数者の応札が確保された。

　引き続き，一者応札である案件について
は，事業内容の特殊・専門性が非常に高く，
市場規模が狭いことから，右結果は直ちに
改善できない面はある。他方，今般，一者応
札から改善出来た案件を見ると，資格要件
の緩和，事業単位の細分化などの取組によ
り改善が図られたことから，今後において
も，一者応札へと固定化しないように，当初
から十分な公告期間の確保，仕様書の具体
化などを図ることが肝要。

　引き続き，一者応札の改善を実施する。
　また，取り組みの公表を行い，今後の契約
案件については，課題をも踏まえて改善を
図り，引き続き競争性の確保に努めていく。

Ｂ

　個別の案件ごとに同等品等を活用する等
の仕様の点検・見直しを実施している。

Ａ －

　地方支分部局である大阪分室において
は，同一合同庁舎に入居する官署とコピー
用紙の共同調達を実施し，沖縄事務所にお
いては，近隣官署と事務用消耗品及びコ
ピー用紙の共同調達を実施している。

　納入場所数による経費削減を実施するた
めには，追加的に生じる調達品の職員によ
る仕分け作業の効率化を図ることが課題と
なっている。

　全ての地方支分部局で共同調達が導入さ
れたが，引き続き，必要な検討を行ってい
く。

Ｂ

　小規模庁舎の電力調達について一般競争
への移行を検討。 Ａ －

　外務本省及び外務省研修所他の電力調
達について順次一般競争へ移行しており，
複数者による応札により調達している。

-

　未完了となっている小規模庁舎について
は，平成29年度から一般競争への移行を実
施予定。

Ａ

　「公共調達の適正化について（平成18年8
月25日付財計2017号）」に基づき，「競争性
のない随意契約」に係る契約の公表を行っ
た。
　また，今般の「調達改善計画」に伴う随意
契約見直しの観点から，平成26年，27年度
にわたり随意契約となっている案件の洗い
出しを行い，可能な案件については競争入
札に移行した。

Ａ －

　実施者が限られた要因の分析，今後の契
約に向けて有利な条件を引き出す手段の検
討等を行うなど，競争性のある契約を推進。
 　また，随意契約における透明性の確保へ
向けた公表を実施予定。

　契約の性質が案件ごとに異なるため，一
律的な見直しの観点を設けることが困難で
あり，案件の性質に応じた取組を行って行く
必要がある。

　引き続き，「調達改善計画」に基づく公表に
より，実態の把握に続き，実施者が限られた
要因の分析，今後の契約に向けて有利な条
件を引き出す手段の検討等を行っていく。
　随意契約については，引き続き，その透明
性の確保，性質に応じた取り組みを行ってい
くとともに，調達方式の改善が可能と認めら
れた案件については随時それを実行してい
く。

－

ａ）仕様の見直し
　外交行嚢の発受業務について，従来，各
在外公館において個別に契約していたもの
を本省における契約に統合することにより，
在外公館における契約事務及び支払等の
事務の軽減が図られた。

-

　引き続き，調達改善を推進していく。

－

ｂ）共同調達の活用
　当省は，財務省・農林水産省・経済産業省
とグループを形成し，以下の９品目の共同
調達を実施した。
　（実施品目）
　①事務用消耗品
　②紙類（コピー用紙を除く）
　③ＯＡ機器用消耗品
　④清掃用消耗品
　⑤災害備蓄品
　⑥トイレットペーパー
　⑦蛍光灯
　⑧自動車揮発油等
　⑨配送
　⑩クリーニング

　納入場所数による経費削減を実施するた
めには，追加的に生じる調達品の職員によ
る仕分け作業の効率化を図ることが課題と
なっている。

　引き続き，品目の拡大等の検討を行ってい
く。

－

ａ）国庫債務負担行為の活用
　　国庫債務負担行為による複数年度契約
を活用した一般競争入札を実施するべく検
討を継続した結果，年度ごとに契約していた
「領事業務情報システム（領事情報データ管
理システム等の統合）」について，国庫債務
負担行為による複数年度契約を活用した一
般競争入札を実施予定。

－

ｂ）調達事務の効率化
　入札公告等の調達事務において，より一
層の業務効率化に資するため，電子調達シ
ステム及び物品管理システムを導入し，省
内及び部内説明会を実施し，更なる効率化
を図っている。

－

ｃ）発注単位の見直し
　業務発生の都度契約していた「海外出張
者用Wi-Fiルータの借り上げ」について，契
約を案件単位から局課単位とすることによ
り，業務効率化を実施している。

Ｂ

ａ）人事評価制度の有効活用
　人事評価制度に基づく評価が予定どおり
に実施されている。 Ｂ －

　業務合理化やコスト意識向上に資する業
務目標を立てられる基盤整備がなされてい
る。 -

　引き続き，担当部局との間で適切な実施
がなされるよう必要な調整を進めていく。

今後の対応実施において明らかとなった課題等

（対象期間：平成28年４月１日～平成28年9月30日）

平成28年度外務省調達改善計画の上半期自己評価結果

目標の進
捗状況
（※２）

実施した取組内容調達改善計画で記載した事項 取組の効果

４．重点的な取組
　随意契約の見直し
○競争性のある調達の可能性の精査を推進。

○随意契約によらざるを得ない契約でも経済性を確保。

○契約監視委員会における事後検証。

　契約の性質が案件ごとに異なるため，一
律的な見直しの観点を設けることが困難で
ある。

　引き続き，システム関係経費の調達改善
を推進していく。

Ａ

Ｂ

（２）地方部局等における取組の推進
○地方部局において，引き続き，同一合同庁舎又は近隣
官署との共同調達を実施。

（３）電力調達の改善
○移行が未完了となっている小規模庁舎について一般
競争への移行を検討。

５．継続的な取組
（１）汎用的な物品，役務
○仕様の見直し。

○規模の経済性を活用。

○契約監視委員会における事後検証。

　個別の案件毎に同等品等を活用する等の
仕様の点検・見直しを実施している。

（２）システム関係経費
○システム統合等を図ることによる競争性向上。

○競争性のない随意契約を見直し。

○随意契約によらざるを得ない契約でも経済性を確保。

○契約監視委員会における事後検証。

　ＣＩＯ補佐官の調達プロセスへの関与につ
いては，従来からの会計課決裁の前段階で
の仕様書の内容，単価，工数等の妥当性の
審査に加え，予算要求作業開始に際し，ヒ
アリングが実施されている他，調達改善計
画を踏まえ，調達計画の企画，随意契約の
相手方との事前の打ち合わせへの参加等を
実施した。

６．その他の取組
（１）調達改善環境の醸成（職員のスキルアップ等）
○調達手続に関する習熟
　　①各種マニュアル類の改訂を，引き続き実施し，調達
手続に対する習熟度を向上。

３．共通的な取組
（１）一者応札の改善
○物品調達経費を中心に事業者の十分な準備期間を設
ける等の内容の見直し。

○単年度ごとの一者応札案件とともに，複数年度にわた
る一者応札案件を対象に，事業者ヒアリング等により，要
因を分析し，見直し。

○契約監視委員会における事後検証。

Ａ

Ａ
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実施した取組内容調達改善計画で記載した事項 取組の効果

Ｂ

ｂ）調達等の専門家養成
　①研修の強化等
　引き続き，10月6日開催の省内向け会計関
係研修において、講義内容として「調達の改
善に関する取組」を実施した。
　また，電子調達システム及び物品管理シ
ステムの導入に伴う省内及び部内説明会
を，5月，6月，8月に実施した。

Ａ －

　研修の強化により，職員の業務合理化や
コスト意識の向上を図る。

-

　引き続き，研修の強化に努める。

Ｂ

　②マニュアル等の作成
　電子調達システム及び物品管理システム
の導入に伴い，7月，9月に省内及び部内向
けマニュアルを作成した。 Ａ －

　契約手続き及び物品調達業務の関係書
類を標準化すること等により，契約担当者
等の事務の効率化を図った。

-

　引き続き，マニュアルの拡充に努める。
　また，引き続き，入札手続き関係書類の整
備を行い，契約担当者等における事務効率
の向上に取り組んでいく。

Ｂ

　外務省ＨＰにおいて，契約情報に係る公表
等を行ったほか，調達に係る仕様書，契約
書等を公開した。
　また，一般競争入札等に係る仕様書，契
約書等については，電子調達システムでの
公開に順次移行中。

Ａ －

　契約情報，仕様書等を公表することで透
明性を図ったほか，一般競争入札等におけ
る新規参入を促した。

-

　引き続き，各種取り組み等を公表すること
で透明性を図る。

　

○実施において明らかになった課題を四半
期ごとに把握し，指針の改定，所要の見直し
を実施。

○上半期及び年度末に，実施において明ら
かになった課題を盛り込んだ自己評価を実
施し公表。

Ａ － － -

○実施において明らかになった課題を四半
期ごとに把握し，指針の改定，所要の見直し
を実施していく。

○上半期及び年度末に，実施において明ら
かになった課題を盛り込んだ自己評価を実
施し公表していく。

　契約監視委員会の開催にあわせてチーム
会合を開催した。

　4月13日会合において，第33回契約監視
委員会の議題として，「平成28年度調達改
善計画」の説明を行うことを確認した。
　6月15日会合において，第34回契約監視
委員会の議題として，「平成27年度年間年
度末自己評価結果」の報告を行うことを確認
した。
　9月30日会合において，第35回契約監視
委員会の議題として，重点的に調達改善に
取り組む分野等の審査，意見聴取を行うこ
とを確認した。

Ａ

　一者応札や随意契約の状況等について確
認するとともに，契約監視委員会委員から
聴取した意見を踏まえ，今後の改善計画の
更なる効果的な実施に資する意見を聴取す
ることができた。

-

　今後，契約監視委員会を踏まえて，調達
改善に関する取組を推進していく。

　「調達改善計画」に対する自己評価の進捗
把握のために関係者でヒアリングを行い，全
体的な進捗状況を共有。
　また，調達における適正な事務手続きの
確保等の一環として，引き続き，随意契約に
おける書面監査を実施。

Ｂ －

　右一連の取り組みにより，「調達改善計
画」の進捗状況の共有を図るとともに，改め
て会計事務担当者における会計法令等遵
守，適正への再確認が図られた。

　調達手法の多様化（共同調達，カード決済
等）による内部監査手法・体制の充実・強化
を図る必要性。

　引き続き，内部監査を活用し，調達の改善
を推進していく。

「調達改善計画」及び「契約監視委員会」の
取り組み内容をＨＰにおいて公表した。

Ａ

　右一連の取組により，「調達改善計画」の
進捗状況の共有を図るとともに，あらためて
会計事務担当者における会計法令等遵守，
適正への再確認が図られた。

-

　引き続き，各種取り組みを公表することで
透明性を図る。

平成28年度
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取組による
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（万円）

○カード決済
　本省庁舎内の水道料金の徴収について，
カード決済を導入。

－
　引き続き，カード決済を実施する。

○国庫債務負担行為
　複数年度契約の活用。

－

　引き続き，国庫債務負担行為の活用を推
進する。

(※２)
A：（定量的な目標）目標達成率90%以上
 　（定性的な目標）計画に記載した内容を概ね実施した取組
B：（定量的な目標）目標達成率50%以上
　 （定性的な目標）計画に記載した内容を部分的に実施した取組、又は実施に向けて関係部局等（自府省庁内の他部局、地方支分部局、他府省庁）との調整を行った取組
C：（定量的な目標）目標達成率50%未満
　  （定性的な目標）何らかの理由によって計画に記載した内容が実施できなかった取組、又は計画に記載した内容の検討を開始するまでにとどまった取組

○その他の取組（調達改善計画で記載していない事項）

難易度
（※１）

取組の効果 今後の対応実施した取組内容

（※１）
 Ａ＋：効果的な取組
 Ａ：発展的な取組
 Ｂ：標準的な取組

　食堂運営業者，売店等からの現金の徴収・取りまとめ
及び銀行へ直接出向いての支払手続きが省略できた。

　上半期において，複数年度にわたって事務・事業を実
施することに合理性が認められる事務機器借入等13件
に活用した。 -

-

　調達の改善に関する取り組み状況等に対
して特に改善を要する意見等はなかった
が，引き続き，委員の知見等を踏まえ，調達
の改善を推進していく。

実施において明らかとなった課題等

　第33回会合（4月18日）において，「平成28
年度調達改善計画」は，「平成27年度外務
省調達改善計画」，右「上半期自己評価結
果」等を踏まえて策定する旨を委員（外部有
識者）に説明，また，重点的に調達改善に取
り組む分野等の観点から委員が契約案件を
抽出・審査し，意見を聴取した。
　第34回会合（6月20日）において，「平成27
年度年度末自己評価結果」を委員に報告，
また，重点的に調達改善に取り組む分野等
の観点から委員が契約案件を抽出・審査
し，意見を聴取した。
　第35回会合（10月3日）において，重点的
に調達改善に取り組む分野等の観点から委
員が契約案件を抽出・審査し，意見を聴取し
た。

（２）外部有識者の活用（外務省契約監視委員会）
○調達改善推進チームにおいて取りまとめた計画及び
検証結果等について，外部有識者により構成される「契
約監視委員会」に対し，民間における取組など第三者的
な視点からの意見を求める。
　なお，必要な場合には，計画に反映させ，その内容を
公表。

Ａ

　「調達改善計画」の説明，報告を受けて，
各委員との契約監視委員会の取り組みにつ
き，改めてその醸成が図られたとともに，審
議においては従来の審議観点に加え，「調
達改善計画」の策定に伴い，重点的に調達
改善に取り組む分野等にわたり幅広いもの
となった。

８．調達改善の実施体制
（１）外務省調達改善推進チーム
○官房長を統括責任者とする「調達改善推進チーム」を
設置し，計画の策定，進捗把握・管理棟を実施するた
め，随時会合を開催。

○上半期終了後及び年度終了後における計画の達成状
況，調達の具体的な改善状況等について評価し公表。

（３）内部監査の活用
○内部監査を活用し，計画の進捗把握・管理棟が適正に
行われているかどうか評価し，調達改善を推進。

９．その他
（１）取組状況等の公表
○計画に関する取組状況等については，外務省ＨＰにお
いて公表。

（２）調達情報の公開
○外務省ＨＰにおいて，契約情報を公表しているが，今
後とも，仕様書の公表を通じ，事業者の利便性及び新規
参入者を促進。

７．実施状況の把握及び自己評価
○実施において明らかになった課題を四半期ごとに把握
し，指針の改定，所要の見直しを実施。

○上半期及び年度末に，実施において明らかになった課
題を盛り込んだ自己評価を実施し公表。

-

　　②調達改善ノウハウの向上
　　　　各種調達情報を活用し，調達改善に資するノウハ
ウの蓄積・向上。

　　③調達等の専門家養成
　　　（ア）引き続き，調達事務に携わる職員等について，
研修の受講を通じ，調達業務の能力を向上。
　　　（イ）府省共通システム導入に伴う新たなシステムの
研修を平成28年度においても実施。

　　④人事評価制度の有効活用
　　　　これまでも能力評価の一基準として「業務合理化」
を掲げ，コスト削減意識を持った効率的な業務運営が人
事評価に反映される仕組みを取り入れてきているが，引
き続き，右取組が適切に実施されるよう省内周知に努
め，職員のコスト意識を向上。
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（別紙２）

外部有識者の氏名・役職【中里　実・教授（東京大学大学院法学政治学研究科）】　　意見聴取日【平成28年10月3日】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○調達改善の実施。 ○過去数年にわたり外務省が締結した契約の経緯や妥当
性について，公正中立の立場から審査し，意見具申を行っ
てきているところ，各種意見を反映させて適正な公共調達
に努めていくべき。

○引き続き，案件ごとに調達方式を精査し，事業の目的や
実施内容にあわせた適切な契約を締結することに努めて
参りたい。

外部有識者の氏名・役職【中谷　和弘・教授（東京大学大学院法学政治学研究科）】　　意見聴取日【平成28年10月3日】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○一者応札の改善。 ○一者応札となっている案件について，他の事業者が入っ
てくる余地がないか，事業者の発掘等に引き続き，努める
べき。

○一者応札となった事案については公募を実施するなど，
事業者の発掘等に努めているところであるが，引き続き要
因分析を進めるとともに，効果的な対応策を検討して参り
たい。

外部有識者の氏名・役職【三笘　裕・弁護士（長島・大野・常松法律事務所）】　　意見聴取日【平成28年10月3日】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○事業の実施時期。 ○貴重な研究内容であり広範囲にわたる調査が必要がで
ある事業と思われるが，公告から実施時期については考慮
する余地があるのではないか。

○制度の改善を受けて調査内容を決定したため，タイトな
スケジュールとなったが，ご指摘を踏まえ，今後は前広に準
備を進めて参りたい。

外部有識者の氏名・役職【宮本　和之・公認会計士（宮本公認会計士事務所）】　　意見聴取日【平成28年10月3日】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○一者応札の改善。 ○参考見積もりを聴取した事業者の入札不参加について
要因分析をすべき。

○仕様が高い技術力を要するものとなっており，事前に技
術審査を行っているものであるが，引き続き，十分な公告
期間の確保，仕様書の具体化などを図って参りたい。

外部有識者の氏名・役職【門伝　明子・弁護士（祝田法律事務所）】　　意見聴取日【平成28年10月3日】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○事業の実施体制。 ○事業内容が広範囲であるため，事業内容を分割する等
様々な事業者が参加できるような工夫が必要ではないの
か。

○専門知識を有する複数の事業者からなるコンソーシアム
が参加できるよう工夫している。

外部有識者からの意見聴取の実施状況

（対象期間：平成28年４月１日～平成28年9月30日）


